
国公立大学併願者を対象とした入学手続期限の延期申請について 

 

一般試験・中期等に合格した方が、入学手続期限の延期申請書［別添］ を 2025 年 3 月 8 日（土）

～3 月 14 日（金）（消印有効）の間に提出した場合、国公立大学受験者に限り、入学手続および納付

期限を 2025 年３月 25 日（金）まで延期いたします。本学が入学手続期限の延期申請書を受理した後、

入学手続および納付期限が延⾧された振込依頼書を送付します。 

申請は、WEB フォームまたは郵送で手続きをしてください。 

 
対象入試 

・一般試験・中期 

・一般試験中期小論文試験 

・共通テスト利用入試（Ⅱ期） 

 
申請条件 

①対象入試に合格していること 

②国公立大学を受験予定であること 

 
申請手順 

○WEB フォームの場合 

入学手続期限の延期申請フォームに必要事項を入力し、受験する国公立大学の受験票の写し（画像）

をアップロードしてください。 

※申請期間内に受験票が届かない場合は、併願する国公立大学の試験日までにメールで送付ください。 

 

○郵送の場合 

入学手続期限の延期申請書および併願大学の受験票の写しを簡易書留等の追跡できる方法でご送付く

ださい。 

※申請期間内に受験票が届かない場合は、併願する国公立大学の試験日までに簡易書留等の追跡でき

る方法でご送付ください。 

 
申請期間 

2025 年 3 月 8 日（土）～3 月 14 日（金）17 時まで（郵送の場合は 14 日消印有効） 

 
納付期限 

2025 年３月 25 日（火） 

 
注意事項 

大阪経済法科大学に入学される場合は、2025 年３月 25 日（火）までに学費（入学金、春学期授業料

および春学期委託徴収金）を振り込んでください。 

 

 
書類送付先・問い合わせ先 

〒581-8511 大阪府八尾市楽音寺 6-10 大阪経済法科大学 入試課 

TEL：072-943-7760、0120-24-3729  FAX：072-943-7035  MAIL：nyuushi@keiho-u.ac.jp 

 



 

２０２５年  月  日 

 

 

大阪経済法科大学 御中 

 

入学手続期限の延期申請書 
 

入学手続および納付期限について、下記の通り延期の申請をいたします。 

 

 

記 

 

フ リ ガ ナ  

氏 名 
 

大 阪 経 済 法 科 大 学 の 

受 験 番 号 （ 1 0 桁 ） 

 

連 絡 が つ く 電 話 番 号 
 

生 年 月 日 
    年     月     日 

在 籍 高 校 名 
 

併願する国公立大学名 
 

併願する国公立大学の 

合 格 発 表 日 ２０２５年    月    日 

 

以上 

 

 

【提出先】 

WEB フォームの場合：https://forms.office.com/r/2VtMYtm2wm   

 

郵送の場合：〒581-8511 大阪府八尾市楽音寺 6-10 大阪経済法科大学 入試広報部入試課宛 

市販の封筒にて下記書類を封入し、簡易書留等の追跡できる方法でご送付ください。 

・入学手続期限の延期申請書 

・併願する国公立大学の受験票の写し 

 


